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効率的で的確な公害苦情相談対応を目指して

東京都世田谷区環境政策部環境保全課主事 
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 世田谷区は東京 23区中の西南端にあり、東は
目黒区・渋谷区、北は杉並区・三鷹市、西は狛
江市・調布市、南は大田区とそれぞれ接し、さ
らに多摩川をはさんで神奈川県川崎市と向かい
合っています。区の北部及び中央部は武蔵野台
地の南縁部に位置し、比較的平坦な台地が広が
っています。一方、南部は多摩川に沿って広が
る氾濫低地となっており、標高が低く、地下水
位が高い地域です。また、世田谷区には国分寺
崖線という急斜面があり、これが台地と低地を
分ける自然の境界となっています。この崖線に
は豊かな自然環境が残っており、湧水や樹林が
見られます。 
 人口は東京 23区で１番多く令和 6年 12月現
在で約 92万人、面積は 2番目に大きく 58.05㎢
です。また、その多くの地区が都市計画法の用
途地域制度により住居系用途地域の指定がなさ
れており、住宅都市として発展してきました。 

26　ちょうせい　第120号（令和７年２月）

たまがわ花火大会 

 世田谷区と川崎市で同時に開催されるたまが
わ花火大会は例年約 65 万人が訪れる大規模な
イベントとなっており、毎年 12月と 1月に開催
されるボロ市という伝統的な市では、ふるさと
物産展も同時に行われ、多くの人々が訪れ賑わ
いを見せています。
さて、本区の公害苦情相談は、環境保全課と

区内 5カ所に設置されている総合支所の地域振
興課の計 6部署で対応しており、年間 300件程
度受け付けています。その種類は、騒音、振動、
粉塵、ばい煙、悪臭、その他多岐に渡っており
ます。その中でも騒音・振動に関する苦情相談
の割合が高く、この 2種類のみで毎年全体の半
数以上を占めており、騒音、振動に関する苦情
相談の主な原因としては、建設（解体）工事が
挙げられます。また、以前は工場や指定作業場
の苦情相談も多かったのですが、近年の傾向と
しては、住宅の過密化や生活様式の多様化等に
より、日常生活に起因する近隣トラブルの割合
が増えています。 
環境保全課の主な業務には、工場等の事業所

の公害対策、アスベスト飛散防止、大気汚染や
土壌汚染の対策、河川水質調査、自動車公害調
査、放射線情報の提供、有害鳥獣（ハクビシン・
アライグマ）の防除支援、人に害をなす場合に
カラスの巣撤去などがあります。また、環境美
化や指定喫煙場所の管理も行っています。
私は世田谷区役所に入庁し、環境保全課に配

属されて３年目になります。最初は環境法令の
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解釈が難しく、苦情相談対応に苦労した時期も
ありました。休日でも苦情相談のことを思い出
してしまうことがあり、長期間解決しないもの
はこのまま解決しないのではないかと思い悩ん
でしまうこともありましたが、経験を重ねるに
つれ、苦情相談に対する考え方も変わりました。
きっかけになった事例があるのでご紹介します。
始まりは近隣の飲食店の騒音、悪臭に関する苦
情相談として連絡がきました。初期対応はごく
普通の公害苦情相談として対応を進めていまし
たが、お互いに公害以外のところで言い分があ
りそうであったため、三者で話し合いの機会を
設けたところ、苦情相談の原因は騒音、悪臭で
はなく、そもそも飲食店といい関係を築けてお
らず飲食店の対応に不満があったことによるこ
とだとわかりました。その後、二者での話し合
いを重ねて和解し、区役所へ苦情相談は来なく
なりました。公害苦情相談はケースバイケース
で対応が難しく、自分自身まだまだ未熟ではあ
りますが、苦情相談の背後にある真の意図を理
解することで、住民目線でより効果的な対応が
可能になるのかなと思うようになりました。ま
た、世田谷区では、隣接する建物の距離が近い
ため、飲食店など事業所のダクト騒音に対する
苦情相談が寄せられることが多くあります。東
京都条例では、日常生活に適用される騒音の規
制基準が定められており、これを超える騒音が
発生した場合、対象者に対して改善を促す説明
を行います。しかし、基本的には強制力のある
指導はできないため、申立者の言い分を尊重し
つつも、飲食店側の不利益にならないよう配慮
する必要があります。このような苦情相談対応
において、最終的には申立者と事業者の双方が
納得できる落としどころを見つけてもらうこと
が１番の解決策だと考えています。苦情相談対
応に当たり、具体的に次の３点について意識し
ているのでご紹介いたします。 
 １つ目に、話を最後まで聞くことです。当た
り前のことかもしれませんが、申立者が何を感

じ、どのような状況に置かれているのかを理解
するためには、彼らの話を遮らずに最後まで聞
くことが不可欠です。思い込みで話を遮ってし
まうと怒りの矛先が区に向きかねません。話を
最後まで聞くことで、申立者が感じている問題
の本質を正確に把握することができます。 
 ２つ目に、区役所としてできること以上の期
待をさせないよう意識しています。申立者に対
して、現実的な対応策や区役所の権限の範囲を
明確に伝えることで、過度な期待を抱かせない
ようにし、後々のトラブルを防ぐよう心掛けて
います。 
 ３つ目に、申立者と対象者の視点に立ち、自
分だったらどうするかを考えるようにしていま
す。なかなか綺麗に落としどころが見つかる案
件はありませんが、双方の立場に立って考える
ことで、より公平で納得のいく解決策を見つけ
られることもあります。 
 ご紹介した事例のように自治体へ寄せられる
公害苦情相談の段階で解決できることが一番望
ましいですが、苦情相談全てにおいて型に当て
はめれば解決できるわけではありません。先日
参加させていただいた公害苦情相談員等ブロッ
ク会議の中で、適切な機関に苦情が申し立てら
れていないという課題があるとの説明がありま
した。世田谷区においても、区ができる対応に
限界がきているにも関わらず、区へ公害苦情相
談を続けられるといった事例があります。苦情
相談をより的確に解決するためにも、苦情相談
者へ自治体でできること、公害紛争処理機関で
できることを説明し、必要に応じて、公害紛争
処理制度を活用していくべきだと感じました。
今後、こういった制度を活用し、専門的な対

応を受けることで、問題解決のスピードと質が
上がるといいなと思います。これにより、住民
の不満や苦情相談が適切に処理され、公害問題
の解決に向けた一歩を踏み出すことができるこ
とを期待しています。 
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